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2日㈬
刈谷女性経営研究会講演会
日本人が知らない中国の生活事情と
女性の働き方

4日㈮

刈谷モノづくり大学講習
～企業にパワハラ防止を義務化へ、
違反なら社名公表も～
職場のハラスメント対策セミナー

5日㈯
かりや商人大学講座
「相続税、生前贈与の完全対策講座」
～相続の落とし穴にはまらないために～

6日㈰ お出かけ婚活

8日㈫

かりや商人大学講座
「ハロウィンアレンジメント」作成講座

愛知県信用保証協会金融相談

9日㈬ 労務個別相談

10日㈭

かりや商人大学講座
正しい薬の飲み方・使い方　禁煙の
ススメ
～かかりつけ薬局・禁煙支援薬剤師の
効果的活用～

11日㈮

刈谷モノづくり大学大学院ＭＢＡ講演会
『ニッポンものづくりの底力』
～町工場から世界に発信！取引先を
200倍超に増やせた理由～

16日㈬ 日本政策金融公庫移動相談

17日㈭
ＩＴ活用力セミナー
視覚効果を活用するプレゼンテーシ
ョン技法

21日㈪ 刈谷モノづくり大学講習
地震に備えた「防災・減災対策」講座

24日㈭ 臨時議員総会

25日㈮ 定期健康診断

愛知県最低賃金は、令和元年10月１日から時間額926円に改正されました。
（898円から28円アップ）

　県内の事業所で働くすべての労働者（常用、臨時、派遣、パートアルバイト等）に適用されます。
　使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間
給以外で定められている場合（月給・日給等）、賃金を１時間当たりの金額に換算して時間額926円
と比較します。

問合せ先：刈谷労働基準監督署　〒448-0858　刈谷市若松町１-46-１　刈谷合同庁舎３階
　　　　　TEL：0566-21-4885

10月の会と催し


